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事実の概要

　Ｘ（審査請求人）は、平成 4 年 7 月 31 日から
平成 24 年 7 月 31 日まで、不動産の賃貸事業を
目的とするＡ投資組合（以下、本件組合）の組合
員であった。
　本件組合は、ホテルの土地、建物、駐車場設備
および什器備品（以下、本件土地建物等）を組合財
産とする任意組合（民法上の組合）であり、Ｂ社
により組成されたものであって、Ｂ社が業務執行
役員である。また、本件組合は本件土地建物等を、
ホテル事業を営むＣ社に賃貸し、Ｃ社から収受し
た賃料を組合員に分配することを目的とする。組
合員は、本件組合の事業の結果として生じた収入
および支出ならびに損失につき、持分に応じて配
分を受ける。他方、Ｂ社は、収受した賃料のうち
から組合員の出資口数 1 口につき 3,000 円を、本
件土地建物等の改良などに充てる改良補修積立金
として組合財産から分別して積立および管理を行
う他、本件組合契約締結時に組合員から出資口数
1 口につき 100,000 円の支払を受けて改良補修積
立金として積立および管理を行う（以下、本件現
預金）。
　平成 4 年 7 月 31 日、Ｘは本件組合の総出資口
数 1,000 口のうちの一部および本件持分に係る組
合員たる地位（以下、併せて本件持分）を得る旨
の契約をＢ社と締結し、代金を支払った。Ｘが組
合員である間に、Ｘは本件組合から分配を受けた
収入を不動産所得の総収入金額に算入し、本件建
物等に係る減価償却費（旧定率法による。ただし、
届出なし）を必要経費として控除して確定申告を
行っていた。平成 24 年 7 月 31 日に、ＸはＢ社

に本件持分を譲渡し、代金（消費税等を含む。た
だし、固定資産税等の精算金が控除されている）を
受領した。
　Ｘは、本件持分の譲渡により、総合課税の長期
譲渡所得の金額上、損失金額が生じたとして、当
該損失金額を他の所得から控除して総所得金額を
計算し、平成 24 年分の確定申告を行った。これ
に対し、所轄税務署長（以下、原処分庁）は、本
件持分の譲渡が本件土地建物等に対する本件持分
相当の共有部分を譲渡したものであり、当該譲渡
による所得は分離長期譲渡所得であるとし、その
上で本件持分の譲渡によりＸに利益が生じている
として、平成 26 年 10 月 28 日付で平成 24 年分
の所得税の更正処分および過少申告加算税の賦課
決定処分（以下、併せて本件原処分）をした。
　Ｘは同年 11 月 26 日付で異議申立てを行い、
異議審理庁は平成 27 年 2 月 25 日付で本件原処
分の一部を取り消す旨の異議決定をした（以下、
この異議決定を経た後の上記更正処分および上記賦
課決定処分を併せて本件処分）。異議決定の基本的
な内容は、本件原処分と同じく、当該譲渡による
所得を分離長期譲渡所得とするものであり、本件
持分の譲渡日における本件建物等の未償却残高の
額などの修正により、分離長期譲渡所得の金額を
減額したものである１）。
　Ｘは、本件処分を不服として、国税不服審判所
に対して審査請求を行った。
　本件の争点は、①本件原処分に至る調査手続に
違法性が認められるか、および②本件持分の譲渡
による所得は分離長期譲渡所得に当たるか、の 2
点である。Ｘは、①については調査手続に違法性
が存在するので本件原処分は取り消されるべきで
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あり、②については分離長期譲渡所得に当たらず、
総合課税の長期譲渡所得に当たる、と主張した。
これに対し、原処分庁は、①については調査手続
に違法性はない、②については分離長期譲渡所得
であると主張した。
　国税不服審判所は、Ｘの主張のうち①について
は認めなかったものの、②については一部を認容
し、本件各処分の中核を維持しつつも一部を違法
なものとして取り消した（以下、本件裁決）。なお、
主要な争点は②であり、本件裁決も②についての
判断に紙数を割くので、裁決の要旨および裁決の
解説においては②に絞ることとする２）。

裁決の要旨

　１　本件土地建物等に対する本件持分
　「本件組合は任意組合であるところ、民法第
668 条の規定により、本件組合財産は、総組合員
の共有に属し」、「本件組合の各組合員は、本件組
合財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分
を有」しており、「本件組合財産に対する持分は、
本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本
件持分と不可分一体のものであるから、本件譲渡
契約による本件持分の譲渡は、本件持分が表象す
る本件組合財産に対する持分の譲渡という性格を
有するものというべきである」。また、「本件持分
の譲渡日である平成 24 年 7 月 31 日時点の本件
組合財産は、本件土地建物等及び本件現預金であ」
り、「本件土地建物等に対するＸの持分は、措置
法第 31 条第 1 項に規定する『土地若しくは土地
の上に存する権利又は建物及びその附属設備若し
くは構築物』に該当する」ので、「その譲渡によ
る所得は分離長期譲渡所得に当たる」。

　２　本件現預金に対する本件持分
　「本件現預金に対するＸの持分についても、本
件譲渡契約による譲渡の対象に含まれているもの
と認められるところ、かかる本件現預金に対する
請求人の持分は、資産価値の増加益（キャピタル・
ゲイン）を生ずべき資産ではな」く、「その譲渡
の対価は、各種所得の金額の計算上、収入金額又
は総収入金額に算入することはできない」。

　３　組合員たる地位自体の財産的価値の有無

　「本件組合の事業が本件組合財産を構成する本
件土地建物等の賃貸であることから、本件組合の
出資持分及び組合員たる地位自体に独自の財産価
値があるとはいえず、本件持分の財産価値はもっ
ぱら本件組合財産に対する持分の財産価値であ
り、本件譲渡契約に定める譲渡代金」の全額は「本
件組合財産に対する持分の譲渡の対価である」。

　４　本件持分の譲渡による所得
　「本件譲渡契約に定める譲渡代金（中略）のうち、
本件現預金に対するＸの持分の譲渡の対価と認め
られる同持分相当額」は「譲渡所得の課税対象と
なる資産の譲渡による所得に当たらないが、その
余（中略）については、本件土地建物等に対する
Ｘの持分の譲渡の対価として、分離長期譲渡所得
の収入金額に当たる」。

裁決の解説

　一　問題の所在
　本件の争点は既に示した通りであるが、裁決の
要旨に示したように、本件組合における本件持分
の範囲および組合員たる地位自体の財産価値の有
無が実質的な争点である、と理解することができ
る。とくに、本件原処分および本件処分は、本
件持分の対象が本件組合財産（本件土地建物等の
ほか、本件現預金を含めて）と限定的に捉えられる
ことを前提とするのに対し、Ｘは本件持分の価額
を「収益性や安定性を主要要因とする『組合員た
る地位』としての資産の価値」と捉えており、対
象を限定していない。そのため、本件持分の譲渡
による所得が、本件原処分および本件処分のよう
に分離長期譲渡所得に当たるか、Ｘが主張するよ
うに総合課税の長期譲渡所得に当たるか、という
問題につながる。租税特別措置法 31 条 1 項後段
が「長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金
額があるときは、同法その他所得税に関する法令
の規定の適用については、当該損失の金額は生じ
なかつたものとみなす」として、他の所得との損
益通算を認めないため、本件持分の対象および組
合員たる地位自体の財産価値の有無をどのように
考えるべきか、という問題を検討する必要がある。
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　二　任意組合等の法的性質と持分の譲渡
　度々指摘されることであるが、所得税法およ
び法人税法には、任意組合等（民法上の組合の他、
投資事業有限責任組合、有限責任事業組合など）の
事業活動から生ずる損益や組合員の所得の計算に
関して明文の規定が存在しない３）４）。実際には、
任意組合等の事業活動から生ずる損益や組合員の
所得の計算については所得税基本通達 36・37 共
-19 以下による取扱いを受けることとなる５）。
　本件組合のような任意組合は「各当事者が出資
をして共同の事業を営むこと」を内容とする契約
によって成立する（民法 667 条 1 項）。また、任意
組合は法人格を有せず、かつ人格のない社団等と
しての性格をも有しないことから、「各組合員の
出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属」
し（同 668 条）、任意組合の事業活動から得られ
る損益は、組合契約において損益分配の割合が定
められている場合にはそれにより、定められてい
ない場合には「各組合員の出資の価額に応じ」、
構成員に直接帰属する（同 674 条 1 項）。したがっ
て、任意組合の事業活動から得られる所得は組合
員に直接的に帰属し、これに応じた納税義務が
組合員に発生するものと考えられる。いわゆるパ
ス・スルー課税であり、所得税基本通達 36・37
共 -19 も以上を前提とするものとされている６）。
　これに対し、任意組合の持分の譲渡などに対す
る課税の取扱いについては、所得税法、法人税法、
租税特別措置法のいずれにも明文の規定が存在せ
ず、所得税基本通達にも明文が存在しない。
　民法 681 条は脱退した組合員の持分の払戻に
ついて定め、任意組合に法人格が認められないが
故に脱退した組合員と他の組合員との関係を規律
したものであるから７）、持分の払戻については脱
退した組合員から他の組合員に対して持分の譲渡
がなされたものとして考えることができ、脱退し
た組合員について譲渡所得課税がなされることと
なる。本件については本件持分の取得価額および
譲渡価額が明らかにされていないが、譲渡所得課
税は、最三小判昭 50・5・27（民集 29 巻 5 号 641
頁）が述べるところにならえば「資産の値上りに
よりその資産の所有者に帰属する増加益を所得と
して、その資産が所有者の支配を離れて他に移転
するのを機会に、これを清算して課税する趣旨の
ものである」から、譲渡価額が取得価額を上回る

場合には、Ｘに譲渡所得に係る納税義務が発生す
ることとなる８）。

　三　組合員たる地位自体の財産的価値の有無
　本件土地建物等および本件現預金が本件持分の
対象となることは民法 668 条の規定から明らか
であるが、組合員たる地位自体は財産的価値を有
するものとして譲渡所得課税の対象となりうるの
か。
　Ｘは、本件組合が形式的に任意組合の形をとる
ものの実態は匿名組合（商法 535 条）としての性
質を有するなどとして、組合員たる地位自体も財
産的価値を有すると主張した。その際に引き合い
に出されたのが国税不服審判所裁決平 14・7・1

（LEX/DB26100110）である。
　同裁決は、「匿名組合契約に係る出資者の地位
の内容は、営業者に対する抽象的な利益配当請求
権、出資額返還請求権のほか、営業執行請求権及
び営業監視権等の権利を総合したものであって、
営業者に対して一定額の金銭の給付を求める債権
にとどまら」ず、「所得税法第 33 条第 2 項に規
定する資産及び金銭債権以外のもので、譲渡当時
において、経済的価値を有する財産であるといえ
る」こと、「匿名組合については、商法上、組合
員の個性が重視されているわけではなく、その組
合員たる地位の譲渡も禁止されていないと解さ
れ、その地位についてはその内容の同一性を保っ
たまま、営業者、組合員（譲渡人）、譲受人の三
者の合意により移転可能と解される」ことをあげ、
匿名組合の組合員の地位は「同条第 1 項に規定す
る譲渡所得の基因となる『資産』に該当する」と
判断した。
　匿名組合契約は、匿名組合員たる当事者が相手
方の営業のために出資をし、その営業から生ずる
利益を分配する旨の契約であり（商法第 535 条）、

「匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する」
（同 536 条 1 項）。匿名組合には組合財産が存在せ
ず、匿名組合員の地位は出資者および分配された
利益の帰属者に留まるから、匿名組合員たる地位
自体にも財産的価値が認められるものと理解しう
る９）。
　しかし、この理は任意組合に妥当しないであろ
う。既に述べたように、任意組合の財産は総組合
員の「共有」10）に属しており、この点において財
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産が営業者のみに帰属する匿名組合と異なる。そ
のため、任意組合の組合員としての地位および権
利は、組合財産（の価額）と密接な関連を有する
のであり、持分または組合員としての地位自体が
独立して財産的価値を有するものとは考えにく
い。そもそも、任意組合の組合員たる地位自体を
本件組合財産から切り離して独自の財産的価値を
評価ないし算定することは、地位の具体的な意味
または内容を明らかにしない限り、不可能であろ
う 11）。
　また、事実認定によっても、本件組合を匿名組
合とみなすことは妥当でない。任意組合の内実は
多様であるにせよ、本件裁決に際して参照された
と思われる岐阜地判平 20・1・24（税資 258 号順
号 10870）が述べるように「民法上の組合におい
て、組合員が組合財産に対してどのような権限を
有するかは、民法上の組合としての本質を害さな
い限り、契約等によって自由に定めることができ
る」のであるから、重要であるのは組合契約の内
容、組合財産の有無などである。したがって、事
件に対する判断に当たっては、第 1 に法形式を
重視すべきである。むやみに「実態」を振りかざ
すことは（経済的）実質主義に基づく課税につな
がり、租税法律主義の観点から問題があるものと
いえよう。
　以上より、本件裁決が「本件持分の出資持分及
び組合員たる地位と本件組合財産に対する持分と
は不可分一体のものである」と評価し、本件持分
の譲渡による所得を分離長期譲渡所得と判断した
ことは妥当である、と評価しうる。

●――注
１）異議決定の内容は本件裁決の別表 1 に、また、本件土

地建物等の取得費は別表 2 に示されているが、裁決事例
集 102 集 107 頁以下においては省略されている（別紙 1

「取消額等計算書」も同様）。
２）本件裁決については、T&A master2016 年 8 月 1 日号

11 頁および旬刊速報税理 2016 年 10 月 21 日号 34 頁に
簡単な紹介記事がある（いずれも争点②についての判断
のみを紹介する）。

３）ただし、租税特別措置法 27 条の 2 第 1 項および同 41
条の 4 の 2 第 1 項に注意しなければならない。所得税法
161 条 1 項 4 号、所得税法施行令 281 条の 2 も参照。

４）金子宏『租税法〔第 22 版〕』（弘文堂、2017 年）505 頁、
水野忠恒『大系租税法』（中央経済社、2015 年）349
頁、水野忠恒編『テキストブック租税法』（中央経済社、

2015 年）136 頁［水野惠子担当］、池本征男『所得税法〔11
訂版〕』（税務経理協会、2017 年）62 頁、注解所得税法
研究会『注解所得税法〔五訂版〕』（大蔵財務協会、2011 年）
65 頁、高橋祐介「民法上の組合の稼得した所得の課税
に関する基礎的考察」税法学 543 号（2000 年）56 頁な
どを参照。また、拙稿「任意組合等から生じた所得の計
算方法に関する所得税法の解釈と課税要件明確主義」新・
判例解説 Watch（法セ増刊）10 号（2012 年）228 頁も
参照。

５）匿名組合の事業活動から生ずる損益や組合員の所得の
計算については、所得税基本通達 36・37 共 -21 以下に
よる取扱いを受ける。

６）租税特別措置法 27 条の 2 第 1 項および同 41 条の 4 の
2 第 1 項も同様の前提に基づくものと考えられる。三又
修ほか共編『所得税基本通達逐条解説〔平成 29 年版〕』（大
蔵財務協会、2017 年）433 頁。金子・前掲注４）226 頁
も参照。

７）我妻栄ほか『我妻・有泉コンメンタール民法〔第 4 版〕』
（日本評論社、2016 年）1234 頁。

８）金子・前掲注４）507 頁は「組合持分を譲渡した場合、
組合から脱退した場合、組合が解散した場合等に組合員
が取得する金員が、出資金額を超える場合であっても、
その差額は、組合財産の増加益に対応する部分は別とし
て、課税ずみの所得であるから、他の組合員からの利益
の移転がない限り、再度課税されることはないと解すべ
きであろう」と述べる。

９）水野・前掲注４）366 頁、注解所得税法研究会・前掲注４）
67 頁も参照。

10）この「共有」を合有と理解するのが多数説であろう。
金子・前掲注４）505 頁、水野・前掲注４）365 頁、注
解所得税法研究会・前掲注４）67 頁、我妻ほか・前掲注７）
1222 頁、我妻栄『債権各論中巻二（民法講義 V3）』（岩
波書店、1962 年）800 頁、林良平編『注解判例民法債
権法Ⅱ』（青林書院、1989 年）862 頁［四宮章夫担当］、
鈴木祿彌編『新版注釈民法 (17) 債権 (8)』（有斐閣、1993 年）
63 頁［品川孝次担当］などを参照。また、民法改正法

（平成 29 年法律第 44 号）により改正される民法 675 条
1 項により、合有の趣旨が明確化されたという評価があ
る（阿部泰久ほか『民法［債権法］大改正要点解説』（清
文社、2017 年）556 頁）。

11）Ｘ自身も明らかにしていない（少なくとも、裁決事例
集にはＸによる具体的な意味または内容についての説明
は示されていない）。

大東文化大学教授　森　稔樹


